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本計画では、以下の内容を対象としています。

〈 対象区域 〉

　・本市全域（10地区：図1-1参照）

東かがわ市（以下「本市」という。）では、令和３年３月に「東かがわ市地域公共交通計画

　　（以下「令和３年策定計画」という。）を策定し、「地域をつなぎ　みんなで支え続ける公共

交通」を基本理念として、各種施策や事業に取り組んできました。

　 令和３年策定計画では、令和７年度が最終年度にあたることから、計画目標の達成状況や主要

施策の進捗状況を確認し、評価・検証を行うことで、これまでの地域公共交通に関する本市の

取組を総合的に見直します。

　 令和３年の計画策定以降の社会情勢の変化、地域公共交通を取り巻く課題、市民ニーズの変化

等を踏まえ、地域公共交通の現状と課題を“見える化”し、持続可能な地域公共交通ネットワ

ークの実現に向けた取組を推進することを目的として、令和３年策定計画の改訂版となる

　　「東かがわ市地域公共交通計画」 （以下「本計画」という。）を策定します。

１ 計画策定の目的

図1-1 計画対象区域

２ 計画の対象

〈 対象とする旅客運送サービス （利用者が限定されない運送サービスを対象）〉

　・JR高徳線

　・路線バス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　大川バス（引田線・五名福栄線）

　　徳島バス（引田線）

　・高速バス

　・タクシー

〈 対象期間 〉

   ・令和８年度（2026年度）～ 令和12年度（2030年度）の5年間

五名 福栄
相生

小海

誉水

丹生
三本松

本町

引田
白鳥
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〈関連計画〉
整合性

図1-2 本計画の位置づけ

<国の方針＞法令・国の公共交通方針 / ＜国際目標＞持続可能な開発目標（SDGｓ）

〈上位計画〉

■東かがわ市総合戦略（R7～R11）

■東かがわ市人口ビジョン（R7～R11）

■東かがわ市都市計画マスタープラン（R8～）

■東かがわ都市計画区域マスタープラン（香川県）（R3） ※

■その他

・東かがわ市地域福祉計画（R7～R11）

・東かがわ市観光基本計画（R2～R9）

・その他介護・福祉関連計画

～ 『つながる未来を ともに創るまち 東かがわ』～

法に準拠

本計画は、本市の最上位に位置づけられる「東かがわ市基本構想」が掲げる将来像「つながる

未来を ともに創るまち 東かがわ」を実現していくために、地域公共交通の方向性や取り組む

べき内容をまとめたものです（図1-2参照）。

計画策定にあたっては、国の方針や本市の基本構想の考え方を踏まえるとともに、市の関連す

る各種計画や分野との連携・整合性を確保します。

３ 計画の位置づけと役割

法に準拠　：国の方針に基づき、本計画の取組方針を定めます
連　　　携　：公共交通の活性化に向けた他分野との連携を図ります
整  合  性　：上位関連計画における公共交通方針との整合性を確保します

連　携　・　整　合

※東かがわ都市計画区域マスタープラン（香川県）の正式名称は、「東かがわ都市計画区域の整備、開発及び
　 保全の方針」という。

開発目標にむけた
交通分野での取組推進
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本市が目指す将来像の実現に向けて、上位計画や市の関連する各種計画との連携、整合性を確保

　しながら、本計画の策定を進めます。

【東かがわ市都市計画マスタープラン】

　・自動車利用に過度に依存しない効果的なネットワークの形成

　　⇒公共交通の維持、利用促進、利便性の向上が必要

　・将来都市構造：中心拠点（大内～白鳥の既成市街地一体）、地域拠点（引田地区）

　　⇒コンパクトな都市づくりと公共交通の連携

　　⇒自動車依存を低減する公共交通ネットワークの形成

　　⇒公共交通の利用促進（交通結節点の改善、徒歩・自転車による移動環境の改善）

【東かがわ市総合戦略】

　・公共交通機関（通勤・通学、買い物）などの日常生活への不満が市外転出の要因になっている

    （令和４年基本構想アンケート分析より）

　 ⇒  地域特性に応じた暮らしを支える公共交通との連携

【東かがわ都市計画区域マスタープラン（香川県）】

　・基本目標　「都市機能の集約と融和による、生活の質が高く、環境持続性のある都市づくり」

　・集約拠点が公共交通を主としたネットワークで有機的に連携した都市構造の形成

　　⇒　持続可能な公共交通体系の形成（多様な交通手段の有機的な組み合わせ）

　　⇒　利便性・快適性の高い公共交通体系、公共交通利用への交通行動の転換と利用促進

【東かがわ市基本構想】

　・将来像　「つながる未来を　ともに創るまち　東かがわ」

　・基本的理念　「つながる　ともに　つづく」

　・まちづくりビジョン

ひとやしごとのつながりがまちをともに創る　　 　

　　 　　　地域のにぎわいがつづく　　　　　　　　　　　 　　 こどもたちの未来につながる

安全・安心がつながる

　　 新たな活力とともに未来につづく
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令和３年 ３月

現状把握

地域公共交通の現状・課題の整理

・基本的な方針の検討

・計画目標の設定

・計画案（改訂版） 検討

・目標達成のための

　    実施取組の設定

東かがわ市

地域公共交通計画の改訂

①基礎調査、地域現況と課題の整理

②地域公共交通現況と課題の整理

③上位・関連計画の整合

④令和３年策定計画の評価検証

⑤市民ニーズ把握及び利用実態調査

⑥公共交通事業者等ヒアリング調査

東かがわ市地域公共交通計画　策定

全６回（令和３年７月～令和５年２月）
を開催し、令和３年策定計画の事業評価
等について協議

令和７年度

令和７年 ６月　第１回協議会

・地域公共交通計画の改訂の流れとスケジュール

令和８年 ２月

パブリックコメントの実施

令和８年 ３月

地域公共交通計画の改訂

令和７年 11月　第２回協議会

・令和３年策定計画の評価検証
・市民アンケート、事業者ヒアリング調査の結果報告
・東かがわ市の地域公共交通の現状と課題の整理
・今後の方向性について

令和２年 11月

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正

令和５年度
　

令和５年 10月

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正

東かがわ市地域公共交通活性化協議会 開催

東かがわ市地域公共交通活性化協議会 開催

東かがわ市地域公共交通活性化協議会 開催

令和８年 １月　第３回協議会

令和３年策定計画の事業評価等

・令和８年改訂計画の方向性について
・目標を達成するための取組の検討
・計画の達成状況を把握する評価指標の設定
・令和８年改訂 地域公共交通計画（素案）について

令和８年 ３月上旬　第４回協議会

・令和８年改訂 地域公共交通計画（案）について

（参考）計画策定の流れ

法改正の概要
【令和２年11月改正】
・地方公共団体が交通事業者等と連携して
　地域の輸送資源を総動員する交通計画を
　作成し、持続可能な地域公共交通の実現を図る
【令和５年10月法改正】
・交通モードにおける地域の関係者の連携・協
　働＝共創を通じ、利便性・持続可能性・生産
　性を向上するよう地域公共交通ネットワーク
　を再構築（リ・デザイン）を図る

令和３年度 ～ 令和４年度

全２回（令和５年10月、令和６年１月）
を開催し、令和３年策定計画の事業評価
等について協議

令和６年度
　東かがわ市地域公共交通活性化協議会 開催
全２回（令和６年５月、令和７年２月）
を開催し、令和３年策定計画の事業評価
等について協議

＜計画改訂の流れ＞

東かがわ市地域公共交通活性化協議会 開催
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15歳未満 15～64歳 65歳以上 高齢化率

本市の人口は減少が続いており、今後もこの傾向が続くと推計されています（図2-1参照）。

世代別では、15歳未満の年少人口や15～64歳の生産年齢人口が減少する一方で、65歳

　以上の高齢人口の割合は増加しており、少子高齢化の進行がみられます。

出典：国勢調査（H17～R2）、国立社会保障・人口問題研究所 人口推計（R5.12）

図2-2 国道11号大内白鳥バイパスの整備計画
出典：国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所HP

沿岸部に鉄道路線と並んで国道11号が東西に横断しているほか、海岸線や山間部等に県道が

整備されています。

JR高徳線と並行する国道11号をはじめ、市の中心部では慢性的な渋滞が発生しています。

現在、国道11号大内白鳥バイパス（伊座〜白鳥間）の整備が進められており、この区間が　

開通すると、渋滞の緩和や移動のしやすさの向上、さらには地域経済の活性化にもつながる

ことが期待されています（図2-２参照）。

図2-1 総人口の推移・年齢構成

※推計値は、東かがわ市人口ビジョンと整合しています。

１ 地域特性

（人）

4,198

21,174

10,551

3,583

18,629

11,413

2,983

15,770

12,278

2,477

13,704

12,098

2,005

11,724

11,563

1,535

10,420

10,647

1,222

9,005

9,814

1,106

7,290

9,270

994

6,138

8,356

864

7495

5185

35,929
33,625

31,031

28,279
25,292

22,603
20,041

17,667
15,488

13,545

高齢化率の上昇

人口の減少
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本市の地域公共交通としては、鉄道（JR高徳線）、高速バス、路線バス（引田線、五名福

栄線）、タクシーが運行されています（表2-1参照、図2-3参照）。

鉄道

JR高徳線（高松～徳島）

※市内のJR駅（JR丹生駅、JR三本松駅、

　JR讃岐白鳥駅、JR引田駅、JR讃岐相生駅）

四国旅客鉄道（株）

高速バス
関東方面、北陸方面、東海方面

関西方面、中国方面、九州方面

四国高速バス（株）

高松エクスプレス（株）

他４社 ※R７年１２月時点

路線バス

引田線（引田～高松駅）

大川自動車（株）

五名福栄線（三本松～境目）

引田線（翼山温泉～鳴門駅） 徳島バス（株）

タクシー 市内全域
東讃共同（株）

（有）白鳥タクシー

表2-1 地域公共交通のサービス概要

図2-3 市内の地域公共交通の運行路線図

五名
福栄

相生

小海

誉水

丹生
三本松

本町

引田

JR丹生駅

JR三本松駅
JR讃岐白鳥駅

JR引田駅

JR讃岐相生駅

白鳥

2 地域公共交通の現状

【バス路線】
   ：引田線（大川バス）
   ：引田線（徳島バス）
   ：五名福栄線（大川バス）
   ：高速バス

【鉄道】

【区間種別】
   ：バス停
   ：鉄道駅
   ：区域区分
   ：市界
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JR三本松駅と最寄りバス停の状況（高速バス停含む）

三本松（JR三本松駅前）

JR讃岐白鳥駅の状況（最寄りのバス停なし）

JR引田駅と最寄りバス停の状況

引田（JR引田駅前）　　　　　　　　　　　　引田（引田駅前バス停）

待合
機能

待合室 〇

ベンチ 〇

トイレ 〇（隣接する商業施設内）

交通
機能

バス転回場所 〇

バス待機場所 〇

待合機能 待合室 〇（駅構内）

ベンチ 〇

トイレ ―

交通機能 バス転回場所 ―

バス待機場所 ―

待合機能 待合室 〇（駅構内）

ベンチ 〇（片側のみ）

トイレ 〇（施設内）

交通機能 バス転回場所 〇

バス待機場所 〇

待合機能 待合室 〇（駅構内）

ベンチ 〇

トイレ 〇（駅隣接）

交通機能 バス転回場所 〇

バス待機場所 〇

本市の主要拠点駅としてJR三本松駅、JR引田駅があります。また、商業施設等が集まる白鳥周辺

における交通拠点としてJR讃岐白鳥駅が位置づけられています。 

JR三本松駅とJR引田駅では、待合スペースや乗り換え環境などの整備が進み、利用しやすい環境

が整っています。一方で、JR讃岐白鳥駅は最寄りのバス停が離れており、鉄道とバスの乗り継ぎ

がしにくい状況となっています。

■駅の機能

■総合案内所の機能

■駅の機能

■駅の機能

三本松（総合案内所前）

■最寄りバス停の機能

待合機能 待合室 〇（施設内）

ベンチ 〇

交通機能 バス転回場所 ―

バス待機場所 ―
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１ 社会情勢の変化からみた現状と問題点

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段が限定

　 駅やバス停から離れた地域に居住する高齢者の移動手段が限定

　市民の移動実態や地域公共交通に対するニーズを把握するため、市民3,000人を対象にアン
ケートを実施しました。本章では、市民アンケート結果や国等による各種調査の結果を基に、
本市の地域公共交通を取り巻く現状と問題点を整理します。

図3-1 地区別の高齢化の状況 出典：国勢調査（R2）

五名
福栄

小海

相生

誉水

丹生

引田

本町

三本松

白鳥

【高齢化率(65歳以上)】
：30％～40％未満
：40％～50％未満
：50％以上

図3-2 高齢化率の分布状況

出典：国勢調査人口メッシュ（R2）

【高齢化率(65歳以上)】
  ：5％未満
  ：5％～15％未満
  ：15％～30％未満
  ：30％～50％未満
  ：50％以上

本市の高齢化は、特定の地域に集中しているわけではなく、市内全体で進行していることが

　分かります（図3-１参照）。さらに細かいエリアで高齢化率の分布状況みると、高齢化率が

　50％以上のエリアが市内に点在していることが分かります。（図３-２参照）。

今後、さらに高齢化が進行すると、特に駅やバス停から離れた移動の利便性が低いエリアに

　おいて、運転免許の自主返納等により、移動困難となる高齢者が増加することが予想されます。
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近隣に鉄道やバス路線がない五名、相生、福栄、小海などの郊外地区では、タクシー以外の公

共交通がなく、中心部までの距離も遠いことから、免許保有率が高く、自動車を利用している

人が多いと考えられます。

図3-3 65歳以上の免許非所持者の居住地区（R7）

出典：R7市民アンケート調査

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇自動車依存の傾向

　郊外における高齢者の自動車免許保有率の高さ

65歳以上の免許非保有者は、三本松、本町、引田、丹生、誉水、白鳥地区で多い傾向がみら

れますが、幹線交通となるJR高徳線や路線バス引田線により移動手段は確保されている状態

です（図3-3参照）。

五名
福栄

小海

相生

誉水

丹生

引田

本町

三本松

白鳥

【免許非保有者率】
：0％
：5％未満
：5％～10％未満
：10％～20％未満
：20％以上
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特に運転に不安を

感じない

65.0%

無回答

4.2%

（n=214）

現在は返納する

意思はない

69.0%

今後５年以内に返納する

考えがある

8.4%

時期未定だが

返納する考え

がある

20.0%

無回答

2.6%

（n=310）

出典：R7市民アンケート調査

市民アンケートでは、65歳以上の免許保有者のうち69％が「現在は返納する意思はない」と

　 回答しています（図3-4 参照）。また、「特に運転に不安を感じない」（ 6５％ ）、「運転

に不安はあるが生活のために必要」（ 22％ ）の理由で、免許返納意思のない方が多くなって

います（図3-5参照）。

本市では、令和２年から令和６年までの５年間で、運転免許を自主返納した方が累計964人

となり、年間約200人が運転免許を返納している状況です（図3-6参照）。

運転免許の自主返納により、地域公共交通や送迎への移動手段の転換が進んでいると考えら

れますが、地域公共交通の路線がない地域では、今後、移動手段に困る方が増加することが

予想されます。

図3-4 免許返納の考え（65歳以上の免許保有者） 図3-5 免許を返納しない理由

出典：R7市民アンケート調査

返納意思
のある方
28.4％

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段がない（免許返納時）

   運転免許の自主返納者の増加により、地域公共交通を必要とする方が増加

“現在は返納す
る意思はない“

と答えた方

〈高齢者の自動車運転に関する

 市民意見〉

●買い物や通院のために、高齢者が

自動車を運転しているが、事故を

起こさないか心配

出典：香川県運転免許センター

5,071 4,915 
4,554 

4,008 
4,420 

173
213

190 189 199

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

R2 R3 R4 R5 R6
0

50

100

150

200

250

300

全体（香川県） 東かがわ市

（人） （人）

東かがわ市民
累計964人

図3-6 免許返納者数の推移

出典：R7市民アンケート調査
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通勤・通学では、市内の移動が最も多く約62％を占め、次いで高松市方面が約34％、徳島市

       方面が約4％となっています。市内での移動では、各地区から中心部（本町・白鳥・三本松）

　　 へ向かう動きが見られます（図3-7参照）。

通勤・通学の交通手段は、自動車が約75％と大半を占め、地域公共交通の利用は約11％に

   とどまっており、自動車への依存が高い状況です（図3-8参照）。また、移動の時間帯は午前

　8時台までの外出や、午後18時台の帰宅が多くなっています（図3-9参照）。

図3-7 通勤・通学の移動需要

図3-8 通勤・通学時の交通手段

(％）

出典：R7市民アンケート調査

2 移動実態からみた現状と問題点

出典：R7市民アンケート調査

図3-9 通勤・通学時の移動時間

サ
ン
プ
ル
数

6
時
以
前

7
時
台

8
時
台

9
時
台

1
0
時
台

1
1
時
台

1
2
時
台

1
3
時
台

1
4
時
台

1
5
時
台

1
6
時
台

1
7
時
台

1
8
時
台

1
9
時
台

2
0
時
台
以
降

出発時間 479 13% 35% 42% 6% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

帰宅時間 477 5% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 2% 2% 5% 17% 32% 15% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
出発時間 帰宅時間

 午前8時台まで
の外出

 午後18時台の
帰宅

注）ハッチング範囲は上位3位を示す

出典：R7市民アンケート調査

※東かがわ市内のn値は移動全体数、各地区のn値は中心部への移動数を示す

※複数回答ありのため、全体数からみた

 該当件数で割合表示
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図3-10 買い物の移動需要

買い物では、移動のほとんどが市内で完結しており約94％を占めています。市内では、各地域

　　 から中心部への移動に加え、相生地区から引田地区へ向かう動きが特徴的です（図3-10参照）。

買い物の交通手段は、自動車が約72％と最も多く、地域公共交通の利用は約3％にとどまり、自

動車への依存が高い状況です（図3-11参照）。移動の時間帯は午前11時台までの外出、帰宅が

多くなっています（図3-12参照）。

図3-11 買い物時の交通手段

出典：R7市民アンケート調査

出典：R7市民アンケート調査

〇：周辺に駅・バス停あり

主な買い物施設

〇マルナカ白鳥店（419票）
〇ムーミー三本松店（108票）
〇新鮮市場きむら白鳥店（83票）

サ
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出発時間 660 2% 2% 2% 14% 21% 7% 3% 6% 4% 7% 8% 8% 10% 4% 3%

帰宅時間 647 1% 0% 1% 1% 8% 17% 10% 4% 5% 5% 10% 9% 10% 11% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
出発時間 帰宅時間

 午前11時台までの
外出、帰宅

出典：R7市民アンケート調査
図3-12 買い物時の移動時間

(％）

注）ハッチング範囲は上位3位を示す

※東かがわ市内のn値は移動全体数、各地区のn値は中心部への移動数を示す

※複数回答ありのため、全体数からみた

 該当件数で割合表示
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図3-13 通院の移動需要

通院では、市内の移動が約47％と半数程度を占めていますが、高松市や徳島市方面へ向かう

ケースもみられます。市内では、中心部内での移動に加え、五名・福栄・誉水といった地区か

ら中心部へ向かう動きが特徴的です（図3-13参照）。

通院の交通手段は、自動車が約68％と最も多く、地域公共交通の利用は約9％にとどまり、

　　 自動車への依存が高い状況です（図3-14参照）。移動の時間帯は、午前8～12時台までの
　　 外出、帰宅が多くなっています。また、昼以降の移動は他の目的に比べ少なくなっています
      （図3-15参照）。

図3-14 通院時の交通手段

出典：R7市民アンケート調査

出典：R7市民アンケート調査

主な通院施設

〇白鳥病院（171票）
〇阪本病院（79票）
〇田村内科医院（41票）

〇：周辺に駅・バス停あり
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帰宅時間 508 0% 0% 0% 3% 14% 22% 20% 7% 6% 6% 7% 5% 5% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%
出発時間 帰宅時間

出典：R7市民アンケート調査
図3-15 通院時の移動時間

 午前8～12時台まで
の外出、帰宅

注）ハッチング範囲は上位3位を示す

(％）

※東かがわ市内のn値は移動全体数、各地区のn値は中心部への移動数を示す

※複数回答ありのため、全体数からみた

 該当件数で割合表示
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図3-16 趣味・娯楽・習い事等の移動需要

図3-17 趣味・娯楽・習い事等の交通手段

出典：R7市民アンケート調査

出典：R7市民アンケート調査

趣味や娯楽、習い事では、市内の移動は約40％と他の目的に比べて少なく、高松市や徳島市方面へ

向かうケースが多くみられます。市内では、各地域から中心部への移動が多くなっています

　（図3-16参照）。

趣味・娯楽・習い事等の交通手段は、自動車が約76％と最も多く、地域公共交通の利用は約9％に

      とどまり、自動車への依存が高い状況です（図3-17参照）。移動の時間帯は午前10時台までの外

      出、午後20時台以降の帰宅が多くなっています（図3-18参照）。

●東かがわ市温水プール（34票）
〇東かがわ市交流プラザ（14票）
〇東かがわ市立図書館（13票）

市内中心部での移動が多く、高松市・
徳島市方面への移動がみられる

〇：周辺に駅・バス停あり　●：周辺にバス停なし
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図3-18 通院時の移動時間

(％）

 
午前10時台
までの外出

注）ハッチング範囲は上位3位を示す

※東かがわ市内のn値は移動全体数、各地区のn値は中心部への移動数を示す

※複数回答ありのため、全体数からみた

 該当件数で割合表示

 20時台以降
の帰宅
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これまでの生活行動と移動特性より、問題点を整理すると以下のとおりとなります（表3-1参照）。

生活行動
現状分析（問題点）

移動実態 交通手段 移動時間帯

通勤・通学 ・市内や高松方面の移動が多い

・徳島方面の移動もみられる

・市内各地から中心部への繋がり

   に特徴（本町、白鳥、三本松）　

・自動車割合　

　（約75％）

・地域公共交通の

　利用割合（約11％）

・午前8時台までの

　外出や、午後18　

　時台の帰宅が多い

買い物 ・市内各地から中心部、相生地区

   から引田地区の移動に特徴

・自動車割合

　（約72％）　

・地域公共交通の

　利用割合（約３％）

・午前11時台まで

　の外出、帰宅が

　多い

通院 ・高松市や徳島方面への移動がみ

　られる

・市内各地（特に五名・福栄・誉

   水地区）から中心部の移動に

   特徴

・自動車割合

　（約68％）

・地域公共交通の

　利用割合（約9％）

・午前8～12時台

　までの外出、帰宅

　が多い

・他の目的に比べ、

　昼以降の移動が少

　ない

趣味・

娯楽・

習い事

・高松市や徳島方面への移動がみ

　られる

・市内各地から中心部、福栄地区

   から引田地区への移動に特徴

・自動車割合

　（約76％）

・地域公共交通の

　利用割合（約9％）

・午前10時台まで

　の外出、午後20

　時台以降の帰宅が

　多い

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇自動車依存の傾向（地域公共交通の利用低迷）
　 全ての目的において市をまたぐ広域的な移動がみられ、自動車の利用が多い
　 地域公共交通の利用割合が低い

表3-1 生活行動と現状分析  
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学生※がいる世帯において送迎をしている方の割合は33％となっています（図3-19参照） 。主な送

迎先は、 JR三本松駅、JR引田駅、三本松高校、大内小学校、大川中学校、白鳥小学校、白鳥中学校な

どで多くなっており、三本松・誉水・白鳥地区への送迎が多くみられます。

   送迎の負担については、約63％の方が「負担を感じる」と回答しており、そのうち約23％は「駅やバ

ス停までの交通があれば送迎をやめたい」と考えています。一方で「負担を感じながらも、交通手段の

有無にかかわらず送迎を続ける」と答えた方も約41％います（図3-20参照）。

   学生の送迎に負担を感じている世帯において、駅やバス停までの交通があれば送迎をやめたいという意

向があることから、居住地と駅やバス停をつなぐ支線交通を確保することにより、地域公共交通の利用

拡大を見込むことができます。

図3-19 送迎の有無（学生が世帯にいる方のみ）

送迎していない

67%

（n＝240）

送迎している

33%

出典：R7市民アンケート調査

図3-20 自動車での送迎負担
出典： R7市民アンケート調査

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段がない

　居住地から送迎先・駅やバス停までの移動手段がない

※学生：小学生、中学生、高校生、大学生を対象

送迎に負担を感じており、駅・バス停までの交通があれば送迎をやめたい (n=18)

送迎に負担はあるが、駅・バス停までの交通に関係なく送迎は続ける (n=32)

送迎に負担は感じない (n=27)

その他 (n=2)

22.8%

40.5%

34.2%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

（n=79）

負担を感じる
63.3%
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全体

＜年代別内訳＞

15～19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

（n=101）

（n=132）

（n=94）

（n=970）

（n=46）

（n=61）

（n=85）

（n=123）

（n=137）

（n=83）

（n=108）

自動車等を利用して
いる（自分で運転）

78.4 

15.2 

67.2 

87.1 

93.5 

92.7 

95.2 

89.8 

86.2 

74.3 

48.5 

家族等に送迎し

てもらっている

11.3 

63.0 

16.4 

7.1 

3.3 

1.5 

3.6 

6.5 

4.3 

15.8 

22.0 

家族が保有して
いるが、自由に

移動できない

4.9 

21.7 

9.8 

3.5 

1.6 

1.5 

1.2 

0.9 

4.3 

4.0 

11.4 

自動車等を保有
していない

5.4 

6.6 

2.4 

1.6 

4.4 

2.8 

5.3 

5.9 

18.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 市民意識・ニーズからみた現状と問題点

日常生活の移動では、全体の約75％が自分で自動車を運転しており（図3-21参照）、65～79

　 歳の高齢者でも70％以上が自動車を利用していることから、自動車への依存が高い状況が伺えます。

また、80歳以上でも約49％が自動車等を利用している結果となっています（図3-22参照）。

図3-22 年代別の自動車利用状況
出典：R7市民アンケート調査

自動車等を利用して

いる（自分で運転）

75.3%

家族等に送迎し

てもらっている

11.2%

家族が保有しているが、

自由に移動できない

4.8%

自動車等を保有して

いない

5.3%

無回答

3.4%

（n=1,012）

図3-21 自動車利用状況
出典：R7市民アンケート調査

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇自動車依存の傾向
　自動車利用（自分で運転）を行っている高齢者が多い

高齢ドライバー



18

今後、地域公共交通の利用が特に必要と考えられる高齢者に不便を感じる理由を尋ねたところ、

   公共交通への不便を感じる理由があげられる一方で、「公共交通を使おうと考えることがない」

と回答した方が20％と多くなっています（図3-23、図3-24参照）。

図3-23 地域公共交通に不便を感じる理由（65歳以上の高齢者）
出典：R7市民アンケート調査

現状

▲高齢者 ▲運転できる高齢者 ▲運転できない高齢者

将来

 
一部は免許
返納の意向

将来の移動状況を見据えて、今の段階から公共交通を利用するきっかけづくりが重要

図3-24 高齢者の地域公共交通に対する意向（現状と将来）

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇自動車依存の傾向、地域公共交通の認識不足、利用転換の困難性
　高齢者の地域公共交通の利用機会が減少

出典：R7市民アンケート調査

(n=454)

※複数回答ありのため、全体数からみた指摘件数で割合表示
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(n=1,012)

市民の移動実態では、地域公共交通の利用は少ないものの　

　 32％の方が現在の地域公共交通に不便を感じていると回答
　 しています（図3-25参照）。不便に感じる主な理由として

　 は、以下が上位に挙がっています（図3-26参照） 。

　地域公共交通に不便に感じる理由（上位）

　〇運行本数が少ない（約44％）

　〇行きたい時間帯に運行されていない（約24％）

　〇自宅からバス停・駅が遠い（約20％）

　〇目的地の近くに路線がない（約19％）

高齢者に着目すると、「今は自分で運転できるため問題はないが、老後や免許返納後の移動を

　考えると、現在の公共交通では不安がある」という声も多く寄せられています。

図3-26 地域公共交通に不便を感じる理由
出典：R7市民アンケート調査

不便と感じている方
32％

図3-25 地域公共交通に不便を感じているか
出典：R7市民アンケート調査

〈地域公共交通に不便を感じている高齢者の意見〉

●自動車が乗れなくなった時を考えると、現状のままでは交通手段がなくて困る

●運転できなくなっても利用しやすいよう、公共交通の利便性を高めてほしい

●買い物や通院、老後の娯楽を楽しむ際など、主要施設までアクセスできる公共交通が欲しい

将来への不安

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段がない、利用が不便
　時間があわない、遠い、目的地に行けないなど利用が不便

出典：R7市民アンケート調査

※複数回答ありのため、全体数からみた指摘件数で割合表示

目的地の近くに路線がない (n=188)

行きたい時間帯に運行されていない (n=247)

運行本数が少ない (n=444)

乗車時間がかかりすぎる (n=72)

時間通りに来ない (n=37)

自動車に比べ目的地まで遠回りをする (n=97)

公共交通間の乗り継ぎに時間がかかる (n=48)

乗り場の近くに駐輪場・駐車場がない (n=62)

車いす・ベビーカー等で使いづらい (n=18)

自宅からバス停・駅が遠い (n=204)

路線・時刻等が分かりにくい (n=42)

案内が分かりにくい (n=22)

運賃が高い (n=167)

特に不便と感じない (n=57)

公共交通を使おうと考えることがない (n=196)

その他 (n=47)

　無回答 （n=172)

18.6%

24.4%

43.9%

7.1%

3.7%

9.6%

4.7%

6.1%

1.8%

20.2%

4.2%

2.2%

16.5%

5.6%

19.4%

4.6%

17.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

（n=1,012）
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地域公共交通を維持していくために、市民が必要と考える取組としては、以下の項目が上位に

挙がっています（図3-27参照）。

　市民が必要と考える取組（上位）

　〇利用実態に応じた運行の検討（約50％）

　〇バス・タクシー事業の維持のための支援（約39％）

　〇公共交通の利用に係る経済負担の軽減（約27％）

　〇タクシー運行の効率化（約27％）

　〇新たな移動手段の確保の検討（25％）

図3-27 今後の地域公共交通施策として市民が必要だと思う取組
出典：R7市民アンケート調査

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段がない、経済負担の軽減
　市民の移動実態に応じた移動手段が不十分
　地域公共交通の利用に伴う経済的負担が大きいと感じる市民が存在
　事業者の経営環境が厳しく、必要な取組を進めるための体制・資源が不足
　

※複数回答ありのため、全体数からみた指摘件数で割合表示

利用実態に応じた運行の検討 (n=502)

バス・タクシー事業の維持のための支援 (n=396)

公共交通の利用促進 (n=158)

タクシー運行の効率化 (n=268)

新たな移動手段の確保の検討 (n=253)

デジタル化による利便性の向上 (n=140)

乗り合い環境の充実 (n=191)

バリアフリー化の推進 (n=144)

観光客への公共交通の利用支援 (n=93)

公共交通の利用に係る経済負担の軽減 (n=277)

地域住民が公共交通を積極的に利用して、維持していこうという意識づくり (n=181)

地域住民が主体となった公共交通の支援活動 (n=68)

地域住民が主体となった移動手段の導入検討 (n=157)

将来を含め、公共交通に対する取組は必要ない (n=10)

その他 (n=32)

無回答 (n=140)

49.6%

39.1%

15.6%

26.5%

25.0%

13.8%

18.9%

14.2%

9.2%

27.4%

17.9%

6.7%

15.5%

1.0%

3.2%

13.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

（n=1,012）
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全体

〈年代別内訳〉

15～19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80歳以上

（n=81）

（n=874）

（n=45）

（n=62）

（n=85）

（n=122）

（n=134）

（n=77）

（n=100）

（n=78）

（n=90）

市の財政負担で公共交通

の運行維持を支援すべき

70.1 

60.0 

67.7 

64.7 

66.4 

76.9 

68.8 

73.0 

67.9 

74.1 

73.3 

市の財政負担で支
援する必要はない

5.1 

2.2 

4.8 

8.2 

5.7 

4.5 

7.8 

2.0 

5.1 

3.7 

6.7 

どちらともいえない

24.7 

37.8 

27.4 

27.1 

27.9 

18.7 

23.4 

25.0 

26.9 

22.2 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在の市内の地域公共交通は、幹線交通となるJR高徳線や路線バス（引田線）、支線交通と

　なる路線バス（五名福栄線）、タクシーなどが日常生活における重要な移動手段となっています。

全ての年代において自動車による移動に依存している状況にありますが、全体で約70％の方が

　「市の財政負担で公共交通の運行維持を支援するべき」と考えています（図3-28参照）。

図3-28 財政負担に関する継続の意向とあり方

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇地域公共交通の運行維持・支援
　 市の財政負担で公共交通の運行維持を支援するべきと考える市民が多い　

出典：R7市民アンケート調査
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４ 地域公共交通に関する現状と問題点

鉄道駅や路線バスの徒歩圏（駅800m、バス停300m）を基準に、身近に利用できる地域公共　

　交通がない「公共交通空白地」の人口を試算すると、鉄道駅の圏域外が約1.9万人（67％）、

   バス停の圏域外が約2.3万人（83％）と、該当人口が多くなっています（表3-2参照）。

公共交通空白地を地区別にみると、福栄・五名・相生・小海・誉水といった郊外だけでなく、

　沿岸部（本町・白鳥・引田・三本松・丹生）にも広く存在しており、公共交通空白地人口は、

　本町・誉水・丹生・引田・三本松地区で多い状況です（図3-29参照、巻末参考資料参照）。

これら公共交通空白地に居住する市民にとって、利用可能な地域公共交通はタクシーに限られ

　ており、その利用には利用時間帯や料金による制約がある現状となっています。

図3-29 公共交通空白地の存在

総人口（国勢調査R2）

総人口
（人）

バス停300ｍ圏外
公共交通空白地人口

（人）

バス停300ｍ
圏外人口割合

（％）

鉄道駅800ｍ圏外
公共交通空白地人口

（人）

鉄道駅800ｍ
圏外人口割合

（％）

全体 28,279 23,479 83 18,992 67

表3-2 公共交通空白地の人口の現状

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇公共交通空白地の存在、移動手段がない
　 公共交通空白地における移動手段がない

五名
福栄

小海

相生

誉水

丹生

引田

三本松

白鳥

本町

【人口分布】

： 50人未満

： 50人～100人未満

：100人～200人未満

：200人以上

【バッファ】

        :バス停バッファ300m圏域

    :鉄道駅バッファ800m圏域

    :公共交通空白地

※公共交通空白地の設定基準は、「鉄道駅800ｍ、バス停300ｍ」に設定（巻末参考資料参照）。

※地形図（GPS図）の性質上、バッファ圏域が楕円に見えているが実際は正円

参考：都市構造の評価に関するハンドブック（2014年8月公表）

出典：国勢調査人口メッシュ（R2）
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生活サービス施設は、人口規模に応じて鉄道沿線の市街地に集積している現状となっており、

JR高徳線や路線バス（引田線・五名福栄線）により、地域公共交通のネットワークは基本的に

　　接続されている状況です（図3-30参照）。

　 一方で、鉄道や路線バスを利用できない地区では、地域公共交通としてタクシー以外の選択肢が

      ほとんどなく、主要施設への移動手段が限られている状況です。

　

図3-30 主要施設分布からみた機能集積図

１点
２点
３点
　・
　・
　・
１３点
１４点

説明）集積機能の種類が
    多い箇所ほど高得点

例）商業1点＋医療2点＋
行政2点＝5点

50
0m

80
0m

商業施設

医療施設

行政施設

1点

2点

2点

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇移動手段がない
　 公共交通空白地から目的地や利用したい施設までの移動手段がない

〈主要施設への移動手段に対する市民の意見〉

●仕事の都合により両親を病院等へ送迎することが難しく、利用可能な公共交通手段もない。

●近くのスーパーに買い物に行く手段がない。

●行きたい施設までの公共交通機関がない。

出典：R7市民アンケート調査
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県内では、第二種運転免許の保有者が減少し続けており、運転手の高齢化率も直近10年間は　

　　 常に50％を超えています。若い世代の担い手が増えていないことから、高齢化と運転手不足

　　 が深刻化し、現状のままでは、新たな移動手段の導入や運行サービスの改善が難しい状況と

　　 なっています（図3-31参照）。

本市においても、交通事業者の高齢化と運転手不足は大きな問題となっており、これら担い手

の不足により、新たな移動手段の確保への対応が困難な状況となっています。　

図3-31 香川県の第二種免許保有者数

出典：警察庁運転免許統計

〈交通事業者の意見＞

●バス事業者

・人員不足のため、便数の減少などを行っており、利用者数も減少しているため、現状のままでは、
 サービス水準の向上は難しい。

●タクシー事業者
・高齢化と運転手不足に加えて、経営状況の悪化により、事業の継続が危機的状況にある。
・タクシーチケット事業やこれまでの試行運行への対応でも、限られた人員で対応できる需要に限界が

ある。
 ※アンケート調査結果において、タクシー運転手の高齢化を心配する意見も挙がっています。  

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇運転手・担い手の不足、経営改善
　運転手が不足しているためサービス水準の向上や事業拡大が困難

　経営状況の悪化による事業継続の困難性
　

出典：事業者ヒアリング結果

365,100 354,851 336,015 319,966 303,755 284,274 264,315 246,496 236,326 235,157 

618,667 587,203 570,962 558,041 548,274 538,605 530,136 524,384 521,705 523,733 

981,466 
970,004 950,743 926,007 893,723 866,646 839,641 809,438 785,098 762,183 

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

49歳以下 50～64歳 65歳以上

51％ 51％
51％ 51％ 51％ 51％

（人）

51％
50％

50％

51％

65歳以上が半数
を上回っている

※図中の赤文字（％）は、県全体の保有者数に対する高齢者の保有者数の割合。
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JR高徳線は、市民の生活行動の移動実態で示したとおり、高松市・さぬき市・徳島県方面への重要

な広域交通として機能しています。パターンダイヤ※の導入により利用者に分かりやすいダイヤとな

っており、バス等との接続が図りやすくなっています。

JR高徳線における市内の主要３駅の運行状況をみると、運転士不足等による影響もあり、令和３年

から令和7年にかけて運行本数は減少しています（表３-3参照）。

JR高徳線の市内５駅の乗車人員は、平成２８年以降継続した減少傾向を示しています（図3-32参照

）。

※パターンダイヤ：公共交通機関が一定の時間間隔で決まった運行パターンを繰り返すダイヤのこと

表3-3 JR高徳線（主要３駅）の運行状況 

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇担い手の不足、幹線交通の利用低迷、利用促進
　 鉄道利用者数の継続的な減少傾向（担い手の不足による影響）   

〈鉄道事業者の意見〉

●運行本数の減少は担い手不足の影響が大きく、利用者数に応じてその維持・確保に努めている。

鉄道

JR三本松駅

上り（高松方面） 40本 普通24本/特急16本 34本 普通19本/特急15本

下り（徳島方面） 36本 普通19本/特急17本 35本 普通18本/特急17本

JR讃岐白鳥駅
上り（高松方面） 24本 普通19本/特急5本 21本 普通17本/特急4本

下り（徳島方面） 25本 普通19本/特急6本 24本 普通18本/特急6本

JR引田駅
上り（高松方面） 31本 普通19本/特急12本 31本 普通17本/特急14本

下り（徳島方面） 23本 普通8本/特急15本 23本 普通6本/特急17本

出典：令和３年策定計画・JR四国（赤字：本数減少）

図3-32 東かがわ市内の各駅での乗車人員（人/日）
出典：ＪＲ四国

137 138 133 123 112 90 88 79 73

768 736 728 683 647 
565 537 539 534

249 249 220
194 

156 
157 145 154 149

267 250 258
234 

224 
214 197 188 173

14 15 14
14

9
9 11 10 8

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

丹生駅 三本松駅 讃岐白鳥駅 引田駅 讃岐相生駅

利用者数

（人/日）

1,435
1,388 1,353

1,248
1,148

1,035 978 970 937

利用者は年々
減少している

出典：事業者ヒアリング結果
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路線

バス

引田線：久保田～三本松

引田線：三本松～引田
平日20往復/土日祝9往復

平日 14往復/土日祝 9往復

平日16往復/土日祝9往復

五名・福栄線：三本松～境目

五名・福栄線：三本松～三宝寺

平日3往復/土日祝1往復

平日9往復/土日祝4往復

平日2往復 / 土日祝0便

平日3往復/土日祝0便

引田線（徳島バス） 平日12往復/土日祝12往復 平日10往復/土日祝10往復

表3-4 市内路線バスの運行状況 

237,653 
229,082 

217,495 
206,147 

174,669 
178,234 

186,793 
203,026 

64,594 66,217 66,613 
63,516 

59,160 50,359 46,835 41,034 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

引田線 五名・福栄線

図3-33 路線バス（大川自動車）の利用実績

利用者数

（人/年）

出典：大川バス提供

出典：令和３年策定計画、JR四国、大川バス、徳島バス （赤文字：本数減少）

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇担い手の不足、路線バスの利用低迷、利用促進
　路線バス利用者数の減少（担い手の不足による影響）

路線バス（引田線・五名福栄線）は、運転手不足などの影響により、令和3年から令和7年に

　　かけて運行本数が減少しています。必要経費や利用状況を踏まえ、五名福栄線では土日・祝日

　　の運行が取りやめとなっています（表3-4参照）。利用者数は平成28年以降減少傾向が続いて

　　いますが、引田線についてはコロナの影響で利用者が減少したものの、近年、回復の動きがみ

　　られています（図3-33参照）。

しかし、深刻な運転手不足の状況では、新たな移動手段の導入や運行本数の増加など、サービ　

　　ス向上に向けた対応は難しいのが現状です。そのため、鉄道やタクシーとの連携を強化し、自　　

　　動車から地域公共交通への利用転換や利用促進を図る取組が求められています。

〈路線バス事業者の意見〉

●利用者は増やしたいが、担い手不足の影響もあり、現行サービスの維持・確保に努めている。

利用者数は減少

引田線はR3以降回復傾向

出典：事業者ヒアリング結果
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路線バス（引田線・五名福栄線）のバス停別の利用状況（一日あたり）を見ると、引田線では

各バス停で平均一人以上の利用が多くみられる一方、五名福栄線では利用が平均一人未満のバ

ス停が多く、特に西山バス停以西でその傾向が顕著です（図3-34参照）。

五名福栄線は利用が少なく運送効率が低い状況ですが、車両の小型化（ダウンサイジング）へ

      の対応が難しく、効率改善が進みにくい現状です。

五名福栄線の沿線市民からは「運行本数が少ない」、「時間帯が合わない」といった不便さが

指摘されています。フィーダー路線として維持・存続するための経営努力が続けられているも

のの、運行本数の増加などサービス向上は難しい状況にあります。

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇担い手の不足、利用低迷、経営改善
　 移動実態・利用状況に応じた車両使用への変更、運行本数・運行時間の少なさ
　 ※利用者は少ないが、山間部と中心部を結ぶ重要な路線のため運行維持は必要

図3-34 バス停別利用状況図

平均利用者数（人/日） 

〈路線バス事業者の意見〉

●五名福栄線の利用状況は少ないものの、その維持・存続に努めている。

・日あたりで問題なし？

引田線（大川バス）

五名・福栄線（大川バス）

※中学校前～境目

引田線（徳島バス）

乗降者数が1.0人/日未満となる
バス停が少ない（10.7％）

乗降者数が1.0人/日未満となる
バス停が多い（82.2％）

乗降者数が1.0人/日未満となる
バス停（50.0％）

西山三宝寺

堀切

長野いこいの家

近森

平均利用者数（人/日） 

出典：大川バス
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本市のタクシー事業者は、市民生活の移動を支える重要な移動手段としての役割を担っていま

       すが、様々な要因が重なり、厳しい経営環境に直面しています。

　　＜タクシー事業者が直面している問題＞

　　　○運転手不足と運転手の高齢化

　　　⇒新たな人材の確保が進まない中、運転手数は維持または減少傾向にあり、５～10年後には

            運転手の９割以上が高齢者（70代以上）になると見込まれ、事業拡大はもとよりタクシー

            事業そのものの維持が困難となる可能性があります（図3-35、図3-36参照）。

　　　○働き方改革の影響

　　　⇒勤務時間の制約などから車両の稼働率も低下し、各社の一日あたりの稼働台数は５台程度に

            とどまっています。移動需要が集中する時間帯には、配車を断ったり、配車遅れが発生して

            います。

　　　○経営状況の深刻化

　　　⇒物価高騰、人件費上昇などの複合的な要因により、営業損失が累積し（運行収入より運行費

            用が上回る状態）、事業の維持・存続が危機的な状況にあります。特に、人件費が運行費用   

            の約７割を占めるうえ、車両の老朽化も進んでおり、自助努力によるコスト削減には限界が

            あります。それにもかかわらず、路線バス（引田線・五名福栄線）のような運行補助は行わ

            れておらず、厳しい経営環境が続いています。

○運転手の現状
　・運転手の高齢化
　・新規雇用希望者が少ない

　・働き方改革による制約が増え
　　車両の稼働率が減少　

図3-35 運転手の年齢推移（5年後）
※R8年1月末時点

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇担い手の不足（運転手の不足、運転手の高齢化）
　 タクシー事業そのものの維持が困難となる可能性がある

＜現状＞ ＜将来＞

○５年後に想定される状況

　・退職による人員減少
　　（退職人数が新規雇用者数より多い）　
　・運転手の高齢化がさらに進む 

　・事業拡大はもとより現状維持が困難
　

営業収益がマイナスになる複合的な要因
・自動車依存の現状　　　　　　 　　　　　　　　　　・人口減少（売上減少）
・人材不足（需要に対応できない）　　　　　　　　・働き方改革（稼働率低下、売上減少）

2 1

5

1

2

7

0

2

4

6

8

10

R7 R12

40代 50代 60代 70代 80代

事業者① 事業者②

図3-36 運転手の年齢推移（5年後）

1
2

1

2
4

3 3

0

2

4

6

8

10

R7 R12

40代 50代 60代 70代 80代

70代以上が全体の78％を占める 70代以上が全体の38％を占める（人） （人）

※R8年1月末時点
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タクシー事業は、市民の日常生活を幅広く支える重要な移動手段であり、地域経済、医療・福祉、

観光・商業、さらには緊急時の移動など、多方面で大きな役割を果たしています。

タクシー事業が廃止されれば、これらの移動手段が失われるだけでなく、公共交通空白地が多い本

市では市民生活の移動手段への深刻な影響が想定されます（図3-37参照）。

タクシー事業が維持できれば、ドアツードアで利用できる利便性の高い移動手段が確保されるとと

      もに、医療・福祉、観光・商業などにおける移動支援にかかる地域公共交通関連の財政負担の増加

　　を抑える効果も期待できます（図3-38参照）。

こうした状況を踏まえると、市民の日常生活の利便性を守るためにも、行政と交通事業者が連携

　　し、タクシー事業の維持に向けた取組を進めることが重要です。

図3-37 タクシー事業が日常生活に及ぼす影響

医療・福祉

通院・介護移動の喪失
➡健康への影響

観光・商業

観光客移動・買い物移動の喪失
➡生活・観光に支障をきたす

緊急対応

緊急時の移動手段の喪失
➡災害発生時の移動に影響

交通空白

公共交通空白地の拡大
➡既存のタクシー利用者への影響

地域経済

移動制限による
外出頻度の減少
➡地域経済の縮小

市民生活全体への
多面的効果・相互作用

タクシー

医療・
福祉

観光・
商業

緊急

対応

地域

経済

交通

空白

図3-38 タクシー事業の廃止、維持・継続による影響

医療・福祉

観光・商業

緊急対応

交通空白

地域経済

＜財政負担＞
　現在の公費負担額を大きく上回る

＜利便性＞
　事業者によるサービスと比較して低下

⇒さらに地域公共交通に係る課題が増大

各分野への影響を緩和するため、
行政で代替手段を確保

　

タクシー事業が廃止になってしまうと・・・

○タクシー利用者の移動手段が継続して確保される

○事業廃止に比べ、地域公共交通に係る財政負担を抑えることができる

○行政と事業者の連携により、利便性の向上を図ることができる

タクシー事業が維持・継続されると・・・

（参考）タクシー事業の必要性と経営課題
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現状

➡

課題

・売上減、経費増
・物価の高騰等
⇒営業赤字・累積赤字の拡大

①経営改善
・経営安定化

・利用者の減少
⇒売上の減少

②利用拡大
・利用促進
・サービス向上

・運転手不足、運転手の高齢化
・新規人材の不足
⇒サービスの低下、事業拡大が困難

③担い手不足（＝①、②に波及する横断的課題）

・人材確保
・人材育成

図3-39 タクシー事業が抱える課題と解決の困難性 参考：事業者ヒアリング結果

市民の日常生活の利便性を確保するためには、事業の継続が危機的状況にあるタクシー事業

　　  の現状を正しく把握し、事業者が抱える経営上の課題に対して適切な支援を行うことが求め

        られます。

    現在、本市ではタクシー事業の運行維持に向けた支援が行われておらず、事業者の自助努力

　　 だけでは新たな移動手段の確保や事業拡大に取り組むことが難しい状況にあります。

経営改善につながる担い手の確保をはじめ、タクシー事業の継続を基本として、課題に対応　

　　 した支援策を検討していく必要があります（図3-39参照） 。

 　
社会情勢の変化や担い手不足

働き方改革：労働時間の短縮等の規制の厳格化

担い手不足：運転手の不足、運転手の高齢化、新規人材不足

　　

サービスの低下

・利用が多い時間帯に待たせてしまう

・配車依頼を断らざるを得ない時がある

・運行時間の短縮（深夜帯の営業が困難化）

既存の人員で対応可能
なことに限界が生じる
（需要に対応できない）

サービスの低下による
利用者の減少

（経営状況が悪化）

地域公共交通としての問題点（課題の要素）

〇経営改善、利用者の減少、担い手の不足
　営業赤字・累積赤字の拡大による事業継続の困難性
　利用者の減少による売上の減少
　運転手の高齢化、新規人材の不足等による担い手の不足

タクシー事業の経営安定化に加えて、サービス向上や利用促進、担い手確保等への取組により、

経営改善を図る必要がある

⇒タクシー事業者の自助努力のみでは課題解決が困難な状況
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5 地域公共交通を取り巻く現状と問題点（まとめ）

これまでの現状分析で整理した問題点を踏まえると、本市の地域公共交通を取り巻く課題は、

以下の３つの要素に区分されます。

地域公共交通を取り巻く現状と問題点

社会情勢の変化からみた現状と問題点

〇移動手段がない

〇自動車依存の傾向

移動実態からみた現状と問題点

〇移動手段がない

〇自動車依存の傾向

市民意識・ニーズからみた現状と問題点

〇担い手の不足

〇移動手段がない

〇利用が不便

〇経費負担が大きい

〇自動車依存の傾向

〇地域公共交通の認識不足

〇利用転換の困難性

地域公共交通にかかる現状と問題点

〇幹線交通の利用低迷

〇経営悪化

〇運転手・担い手の不足

〇公共交通空白地の存在

〇移動手段がない

〇利用促進

１

２

３

４

東かがわ市の地域公共交通における
現状と問題点からみた課題の要素

課題の要素１

・運転手・担い手の不足

・経営悪化

・幹線交通の利用低迷

課題の要素２

・移動手段がない

・公共交通空白地の存在

・利用が不便

・経費負担が大きい

課題の要素３

・自動車依存の傾向

・利用転換の困難性

・地域公共交通の認識不足

・利用促進
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令和３年策定計画における目標・取組体系は以下のとおりです。

１ 令和３年策定計画の取組体系

基本方針１ まちを持続的に支える公共交通網の整備 

目標１-1 まちの骨格となり市民や来訪者の交流を支える広域・市内拠点間の移動利便性の向上

市内拠点における路線バス乗降者数                

市内路線バスの収支差

目標1-2 市民の日常生活を支える市内拠点への移動利便性確保・維持

新規に移動手段を確保した地域数

目標1-３ みんなが安心して利用できる環境の整備

待合環境の改善箇所数

バスロケーションシステムの導入

指標１

指標３

（新たなモビリティサービス・交通手段の導入検討）

（新たな移動手段確保）

（乗合導入、貨客混載、救援事業、観光タクシー）

指標４

基本方針２ 公共交通をみんなでつくり、育てる意識・体制づくり

目標2-1 公共交通をつくり、育てる意識の醸成

モビリティ・マネジメントに係る取組件数

目標2-2 東かがわ市の公共交通に関わる関係者間の連携強化

公共交通に係る協議の年間開催回数

指標６

指標７

（乗り方教室、モビリティ・マネジメント、鉄道・商業セット販売）

（観光・福祉・教育等連携）

（ダイヤ改正、HP等乗り継ぎ方法等の情報提供）

（公共交通維持支援）

基本理念 地域をつなぎ みんなで支え続ける公共交通

指標２

（待合環境改善、ベンチ・上屋、案内サイン、トイレ環境改善、到着予定時刻等の情報発信）

（公共交通マップの整備、バスロケ・デジタルサイネージの整備）

（車両と施設のバリアフリー化推進）

指標５

全体目標

市民一人あたりの鉄道・路線バス等の年間利用回数

移動手段確保に係る公費負担額

指標A

指標Ｂ

（引田線の維持存続・商業施設等への立寄、五名福栄線の見直し）

（特急の利便性アピールによる利用促進・改善）
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令和３年策定計画で設定した目標値や基準値を整理し、その達成状況を以下に示します。

２ 目標（KPI指標）に対する達成状況の評価・検証

全
体
目
標

指
標
A

市民一人あたりの
鉄道・路線バス等の
年間利用回数

鉄道
15.7回/年
路線バス等
6.4回/年

鉄道
19.0回/年
路線バス等
7.6回/年

指
標
B

移動手段確保に係る
公費負担額

5,413万円 6,400万円以内

目
標
1-

1

指
標
１

市内拠点における
路線バス乗降者数

三本松
27,629人
白鳥周辺

17,515人
引田

39,469人

三本松
33,155人
白鳥周辺

23,277人
引田

47,363人

指
標
２

市内路線バスの収支差 ▲5,775万円 現状よりも改善

目
標
1-

2

指
標
３

新規に移動手段を
確保した地域数

0 地域 5 地域

目
標
1-

3

指
標
４

待合環境の改善箇所数 － のべ5箇所

指
標
５

バスロケーション
システムの導入

未導入 導入

目
標
2-

1

指
標
６

モビリティ・マネジメ
ントに係る取組件数

1ﾒﾆｭｰ/年 ２ﾒﾆｭｰ/年

目
標
2-

2

指
標
７

公共交通に係る協議の
年間開催回数

2件/年 ２件/年
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目標値に対する達成状況を踏まえ、目標設定に関する評価を以下に示します。

３ 令和３年策定計画の取組の評価

・人口減少による利用者の減少が予想されるが、全　
　市民がサービスの利便性向上と利用促進の取組を
　意識できるよう鉄道の年間利用回数は継続目標と
　します。
・路線バスは別途目標を設定します。

・公費負担額の抑制は必要ですが、今後の公共交通
　への取組展開を考慮し、目標を変更します。

・市内拠点における路線バスの利用促進のための重要
　な指標であるため、本計画でも継続目標とします。

・中心拠点（三本松、白鳥周辺、引田）の評価とする
　ためバス停毎の評価から合計値での評価に変更しま
　す。

・引田線や五名福栄線は地域公共交通の骨格を担う
　ものであり、継続的な収支の改善が必要となるため
　本計画でも継続目標とします。

・新規の移動手段の確保に向け、本計画でも継続目標　
　とします。
・地域数では取組評価が難しいため、取組件数に変
　更します。

・整備状況から具体の取組予定がないため、目標を
　変更します。

・バスロケーションシステムは導入済です。　

・より具体的に利用促進の取組を評価できるよう目
　標を変更します。

・議論の回数でなく取組内容の検討・議論が進めら
　れるよう、新たな目標を設定します。
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令和３年の計画策定以降、日常生活に欠かせない移動手段を確保するため、以下のとおり各種

事業に取り組んできました。

　

令和3年3月

年度 取組の内容

東かがわ市地域公共交通計画の策定

令和4年10月～ 小海あいのりタクシー実証実験（R4.10.3～R4.11.8）

・高齢者や免許返納者等の交通弱者の移動手段確保、タクシー事業者の

 閑散時間帯の活用、ドアツードア型の移動支援として開始

・小海地区内にて月・金（祝日運行）の13時～17時でタクシー配車手配

令和3年8月～ グリーンスローモビリティ実証実験（R3.8.23～R3.11.29）

・「新たなモビリティの研究」に資する事業として、引田地区において

  地域市民団体との協同によりグリーンスローモビリティの実証運行を

    行った。

新規の移動手段の確保を試みたが、運行に係る課題や
利用者数の少なさ等の理由から、導入には至らなかった。

あいのりは効果的な手段であるが、運用面の課題が大きく本格導入が難しい

令和6年6月～ タクシーチケット交付事業の制度化

・75歳以上の免許を保有していない方のタクシー初乗り運賃を助成する制度

【効果】免許非保有者に対する移動支援として利用者の評判も高い
【課題】事務処理の簡略化、利用時間帯の分散等による需要の偏りの解消

令和6年4月～ モーダルミックス事業の制度化

・JR三本松・引田間の通学定期券所持者が、大川バスの三本松・引田間を

無料で利用できる制度

【効果】効率的な移動を可能とし、費用対効果が高い
【課題】利用者が少ない状況のため、利用促進に向けた情報周知が必要

※モーダルミックス：多種多様な交通手段を、地域の特性や目的に応じ

 適切に組み合わせ、効率的で持続可能な移動を実現する考え方

（参考）新たな移動手段の確保に向けた取組

令和4年7月～ タクシーチケット交付事業の実証実験（相生・水主地区対象）

令和5年7月～ タクシーチケット交付事業の実証実験（全域対象）

モーダルミックス事業の実証実験、検討実施（R4.10.22～R5.1.31）
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　本市では、鉄道・路線バスに加え、タクシーチケット事業やあいのりタクシー、グリー

ンスローモビリティなど、多様な地域公共交通サービスの充実に取り組んできました。

しかし、社会情勢の変化や生活様式の多様化、自動車への依存の進行により、地域公共交

通の利用は低迷し、特にタクシー事業の存続が危機的な状況にあります。

　将来にわたり地域公共交通を持続的に確保するためには、市民の声を踏まえ、多様な主

体が連携して利用促進や意識の醸成を進めることが重要です。本市は、誰もが安心して移

動できる地域公共交通を守り育てるため、地域全体で支え合うことを基本理念とします。

本市の地域公共交通を持続的に確保し、誰もが安心して移動できる地域を実現するためには、

将来の地域公共交通の姿を明確に示し、その実現に向けた取組を着実に進めていくことが重要

です。本計画では、地域の実情や課題を踏まえ、地域公共交通の維持・改善に向けた取組の方

向性を示す基本理念、基本方針を以下のとおり定めます。

１ 基本理念、基本方針

　本市で暮らし、働き、訪れる人々の多様な移動ニーズに応えるためには、将来にわたり

安定して利用できる効果的かつ効率的な地域公共交通ネットワークの整備が必要です。　

特に、運行の担い手の不足が深刻化する中、鉄道・バス・タクシーなど、各移動手段の役

割を明確にし、地域全体で最大限に活用できる仕組みづくりが求められます。

　また、市民・交通事業者・行政など、地域公共交通に関わるすべての主体が「より良い

地域公共交通を共につくり、育てる」という意識を共有し、各主体の役割を活かしながら、

連携を強化していくことが重要です。　

目標１ 市民や来訪者の移動を支える地域公共交通の維持・存続

目標２ 誰もが利用しやすい地域公共交通網と環境の整備

目標３ 地域公共交通を活用する意識の醸成と関係者間の連携強化

　基本理念、基本方針を踏まえ、本計画では持続可能な地域公共交通の実現に向けた目標を

以下のとおり設定します。　

2 計画の目標
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公共交通を取り巻く現状と問題点

社会情勢の変化からみた現状と問題点

〇移動手段がない

〇自動車依存の傾向

移動実態からみた現状と問題点
〇移動手段がない

〇自動車依存の傾向

市民意識・ニーズからみた現状と問題点

〇担い手の不足

〇移動手段がない

〇利用が不便

〇経費負担が大きい

〇自動車依存の傾向

〇地域公共交通の認識不足

〇利用転換の困難性

地域公共交通にかかる現状と問題点

〇幹線交通の利用低迷

〇経営悪化

〇運転手・担い手の不足

〇公共交通空白地の存在

〇移動手段がない

〇利用促進

3 地域公共交通の現状・問題点と課題

課題１

地域公共交通の
維持・確保

・経営改善
・運行維持の支援

課題２

公共交通空白地への
対応

・交通手段の確保
・利便性向上

課題３
地域公共交通の
利用促進

・利用促進
・意識醸成
・関係者、他分野連携

１

２

３

４

課題の要素（問題点） 課題設定

課題の要素１

・運転手・担い手の不足

・経営悪化

・幹線交通の利用低迷

課題の要素２

・移動手段がない

・公共交通空白地の存在

・利用が不便

・経費負担が大きい

課題の要素３

・自動車依存の傾向

・利用転換の困難性

・地域公共交通の

　認識不足

・利用促進

これまでの検討結果を踏まえると、地域公共交通を取り巻く現状と問題点、そして、そこから導

かれる課題は以下のとおり整理されます。さらに、設定した課題をもとに、本計画の基本理念、

基本方針、目標、取組の方向性を定めます。

地域をつなぎ みんなで支え続ける地域公共交通
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目     標 取組の方向性

目標１

市民や来訪者の移動を支える

地域公共交通の維持・存続

・経営改善

・運行維持の支援

目標２

誰もが利用しやすい

地域公共交通網と環境の整備

・交通手段の確保

・利便性向上

目標３

地域公共交通を活用する

意識の醸成と

関係者間の連携強化

・利用促進

・意識醸成

・関係者・他分野連携
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図5-2 将来の地域公共交通ネットワーク（イメージ）

本市の地域公共交通が抱える課題や果たすべき役割、そして基本方針を踏まえ、商業・医療・

交流施設などの都市機能が集積する中心拠点や、市民・来訪者が行き交う交流拠点へのアクセ

スを確保し、市街地へ円滑に移動できる環境を整えていきます（東かがわ市都市計画マスター

プラン、東かがわ都市計画区域マスタープランの位置づけより整理）。これからのまちづくり

と連動しながら、利便性の高い地域公共交通サービスの確保と、持続可能な地域公共交通ネッ

トワークの構築を目指します（図5-1、図5-2参照）。

4 将来の地域公共交通ネットワーク

図5-1 現状の地域公共交通ネットワーク

JR三本松駅、JR讃岐白鳥駅付近（拠点形成）

将来像

現　状

※ 中心拠点 : 東かがわ市都市計画マスタープランより整理

※ 交通結節点（JR三本松駅、JR讃岐白鳥駅付近）： 東かがわ都市計画区域マスタープランより整理
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本計画で定めた目標を実現していくため、以下に示す取組を段階的かつ効果的に進めていきます。

各実施主体が主体的に検討を行い、その内容を「東かがわ市地域公共交通活性化協議会（以下

　「活性化協議会」という。）」で審議し、活性化協議会全体で実施に向けた調整と検討を進めて

いきます（表6-1参照）。　

１ 目標を達成するための取組

表6-1 目標に基づく取組

目標 実施取組

計画目標（●：主たる目標、〇：関連する目標）

目標１
市民や来訪者の

移動を支える
地域公共交通の

維持・存続

目標２
誰もが利用しやすい
地域公共交通網と

環境の整備

目標３
地域公共交通を
活用する意識の

醸成と関係者間の
連携強化

目標１

取組①
地域公共交通の運行の
維持・安定化

● 〇 〇

取組②
タクシー事業の経営・
運行基盤の強化

● 〇 〇

目標２

取組③
地域公共交通の
モーダルミックス推進

○ ● ●

取組④ 二次交通の整備 ● 〇

取組⑤ 利用環境の充実 ○ ● 〇

取組⑥
公共交通空白地に
おける移動手段の確保

● 〇

取組⑦
住民共助による
地域交通づくり

○ ● 〇

取組⑧

ＤＸの推進・新たな
モビリティの活用による
利便性向上

● 〇

取組⑨

多言語・ユニバーサル
デザインによる案内
環境の整備、充実

● ○

目標３

取組⑩
地域公共交通の認知
向上と普及啓発の推進

●

取組⑪
地域公共交通の
利用促進と意識づくり

●

取組⑫

地域公共交通と
他分野・広域連携の
推進

○ ●

取組⑬
地域公共交通の連携
強化・情報共有の推進

● ● ●
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各種取組と、それぞれが対応する課題との関係は、以下のとおりです（表6-2参照）。

表6-2 取組と課題の関係

実施取組

課題の要素（問題点）

経
営
改
善

運
行
維
持
の
支
援

交
通
手
段
の
確
保

利
便
性
向
上

利
用
促
進

意
識
醸
成

関
係
者
・
他
分
野
連
携

目標１
取組① 地域公共交通の運行の維持・安定化 ● ● ○ ○ ○ ○ ○

取組② タクシー事業の経営・運行基盤の強化 ● ● ○ ○ ○ ○ ○

目標２

取組③ 地域公共交通のモーダルミックス推進 ○ ○ ○ ● ● ○ ●

取組④ 二次交通の整備 ― ― ● ○ ○ ○ ○

取組⑤ 利用環境の充実 ○ ― ● ● ○ ○ ○

取組⑥ 公共交通空白地における移動手段の確保 ― ― ● ○ ○ ○ ○

取組⑦ 住民共助による地域交通づくり ― ○ ● ○ ○ ○ ○

取組⑧
DXの推進・新たなモビリティの活用による
利便性向上

― ― ● ● ○ ― ―

取組⑨
多言語・ユニバーサルデザインによる
案内環境の整備、充実

― ― ― ● ● ● ●

目標３

取組⑩
地域公共交通の認知向上と
普及啓発の推進

― ― ○ ● ● ● ●

取組⑪ 地域公共交通の利用促進と意識づくり ― ― ○ ● ● ● ●

取組⑫ 地域公共交通と他分野・広域連携の推進 ― ― ○ ● ● ● ●

取組⑬
地域公共交通の連携強化・
情報共有の推進

○ ○ ○ ● ● ● ●

●：課題解決に直接的につながるもの
〇：課題解決に間接的につながるもの
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取組② タクシー事業の経営・運行基盤の強化

（タクシー事業の取組例）

◇利用促進

 ・利便性向上への新たな取組

 （車両設備の充実、配車アプリ活用

  キャッシュレス決済等）

◇担い手確保・育成

 ・パート勤務の導入

 ・働きやすい勤務形態の整備

 ・体験型説明会

 ・移住予定者の採用

 ・移住者向け就職説明会等

本計画で定めた目標を達成するため、各取組の内容、実施主体を以下に示します。これらの取組は、

関係主体がぞれぞれの役割を活かしながら、連携して推進していきます。

２ 取組内容と実施主体

目標1：市民や来訪者の移動を支える地域公共交通の維持・存続

取組① 地域公共交通の運行の維持・安定化

広域的な幹線交通の維持・存続（JR高徳線、大川バス引田線）

■JR高徳線と大川バス引田線は、東かがわ市と市民の生活圏が広がる周辺市町を結ぶ重要な

路線であることから、国・県・周辺市町と連携し、幹線交通の維持・存続を図ります。

■既存の取組や利用者にとっての利点を積極的に発信し、幹線交通の利用促進を図ります。

地域内フィーダー路線の維持・存続（大川バス五名福栄線）

■幹線交通と接続するフィーダー路線としての役割を持つ大川バス五名福栄線は、五名・福

栄地区から市内中心部を接続する重要な路線のため、継続的な財政支援による維持・存続

を図ります。

タクシー事業の維持・存続

■タクシー事業は、市内の移動手段を支える重要な地域公共交通である一方、物価の高騰、

車両の老朽化、利用者の減少、担い手の不足など、複合的な課題に直面しています。

■これらの課題に対応し、持続的に運行できる体制を確保するため、経営改善や運行維持、

人材確保、利便性向上に向けた取組を支援するとともに、事業者の課題に対応した多面的

な支援策を講じることで、タクシー事業の維持・活性化を図ります。

図6-1 タクシー関連の支援事例

出典：日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会

【実施主体：東かがわ市、鉄道事業者、バス事業者】

【実施主体：東かがわ市、バス事業者】

【実施主体：東かがわ市、タクシー事業者】

SDGｓ：

SDGｓ：

出典：成田/羽田空港ジャンボタクシー

パート募集の導入事例チャイルドシートの導入事例

出典：志太交通株式会社
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目標2：誰もが利用しやすい地域公共交通網と環境の整備

取組③ 地域公共交通のモーダルミックス推進

鉄道・バス・タクシーを組み合わせた移動を促進する仕組みづくり

■「東かがわ市モーダルミックス推進事業」※を継続するとともに、周辺市町の学生への周知

強化や、通勤定期券所持者など対象者の拡大に向けた取組を進めます。

 ※JR三本松・引田間の通学定期券所持者が、大川バスの三本松・引田間を無料で利用できる

  制度

■鉄道・バス・タクシーを組み合わせた移動を促す仕組みや制度について、利便性向上や乗継

環境の改善といった観点から研究・検討を進め、地域公共交通の利用拡大につなげます。

図6-2 東かがわ市モーダルミックス推進事業 出典：東かがわ市

図6-3 鉄道とバスの事業者連携による割引乗車券の設定事例 出典：盛岡市・滝沢村

【実施主体：東かがわ市、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者】

SDGｓ：
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取組④ 二次交通の整備

主要拠点におけるパーソナルモビリティの導入検討（ラストワンマイルの解消）

■主要3駅（JR三本松駅・JR讃岐白鳥駅・JR引田駅）において、シェアサイクルなどの

 パーソナルモビリティの導入可能性を検討し、駅から距離のある観光施設・宿泊施設

 などへのアクセス向上を図ります。

図6-4 JR引田駅における電動アシスト自転車（瀬戸芸期間）

出典：トヨタ
図6-5 トヨタC＋walkの導入事例

【実施主体：東かがわ市、鉄道事業者、観光協会】

SDGｓ：
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取組⑤ 利用環境の充実

交通結節点の利便性向上

■地域公共交通の効率的な利用を図るため、鉄道やバスへの円滑な乗り継ぎにつながる情報発

信を充実します。

■乗り継ぎが想定される市内の交通結節点や利用が多い駅・バス停等において、近隣の施設等

と連携し、待合環境の改善を図ります。

図6-6 デジタルサイネージ（運行情報等）

【実施主体：東かがわ市、鉄道事業者、バス事業者】

SDGｓ：

取組⑥ 公共交通空白地における移動手段の確保

公共交通空白地の解消

■75歳以上で運転免許を保有していない方を対象に、指定タクシー事業者で利用できる運賃助

成券を配布するタクシーチケット事業を継続し、公共交通空白地に居住する免許返納者等の

移動を支援します。

■タクシー事業者の運行管理のもと、第二種普通運転免許を有さない一般ドライバーが有償で

送迎を行う「ライドシェア」をはじめ、住民主体の自家用有償運送やボランティア輸送など

の導入可能性を幅広く検討し、運転手不足の補完と市民の移動手段の確保を図ります。

ライドシェアの事例

図6-8 ライドシェアの取組イメージ

【実施主体：東かがわ市、バス事業者、タクシー事業者】

SDGｓ：

図6-7 乗り継ぎ時刻表（作成・提示）

出典：熊本県美里町美里バス

タクシー事業者の
運行管理

近くの車を
探して通知

利用者 目的地へ
（料金はアプリで支払い）

スマホのアプリで
配車を要請

一般ドライバーが
自家用車で迎えに
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取組⑦ 住民共助による地域交通づくり

住民共助による移動支援の導入に向けた検討

■勉強会等の開催などを通じて、関連制度や先行事例に関する理解を深めるとともに、地域

住民主体の交通づくりに向けたワークショップ等の話し合いの機会を創出します。

■地域の実情を踏まえ、企画から検証までを通じて、効率的な移動手段の確保に向けた方策

を検討します。

■地域住民、関係事業者、市がそれぞれの役割を担い、持続可能な地域交通の仕組みづくり

に向けた検討を推進します。

■大学等との連携により、地域課題の分析やニーズ把握を行い、地域に適した移動手段のあ

り方を検討します。

図6-9 住民組織が運営する里山バス 

【実施主体：東かがわ市、タクシー事業者、地域住民】

【参考：地域内交通の創出による大川バス五名福栄線の再編イメージ】

■大川バス五名福栄線では、一日あたりの平均利用者数が一人に満たない区間（西山以西）が

あることから、交通事業者の運行体制を踏まえつつ、地域主体による新たな移動手段の確保

や路線バス車両の小型化について協議・検討していくことが想定されます。

■五名地区など地域住民が主体となった新たな移動手段の確保を踏まえ、大川バスの路線再編

を行い、住民ニーズに応じたサービス水準の向上（本数増加等）について検討していくこと

が想定されます。

西山

五名福栄線の路線の再編により
路線バスのサービス水準を向上

住民主体で移動手段を確保する
ことで五名福栄線の路線を再編
（五名福栄線の距離を縮小）

図6-10 将来的な五名福栄線の改善イメージ（案）

出典：岐阜県恵那市飯地町

SDGｓ：

飯地地区の公共交通空白地の解消を目的に、飯地地域自治区運営委員会
が「いいじ里山バス」の運行を開始しました。
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取組⑧ DXの推進・新たなモビリティの活用による利便性向上

DXの推進

新たなモビリティサービスの活用検討

■AIを活用した配車、自動運転、タク

シー車両のEV化など、新たなモビリ

ティサービスの導入に向け、その可能

性や効果について研究・検討を行いま

す。 

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者】
■鉄道事業者では、手持ちのスマートフォンで「いつでも・どこでも・キャッシュレス」

で切符が買えるJR四国チケットアプリ「スマえき」の利用拡大を図ります。

■バス事業者では、運行情報のデジタル化やキャッシュレス決済の導入、リアルタイム運

行情報の提供など、DXを推進し、利便性向上に向けた取組を図ります。

■タクシーの配車アプリの導入やキャッシュレス決済の推進により、事業者と利用者の

 双方にとって利用しやすいサービスへの改善を図ります。

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者】

図6-13 EV車両

出典：第一交通産業

タクシー配車アプリの事例

【香川Taxiアプリ】
・複数のタクシー会社を横断的に検索し、最も
   近くの空いているタクシーを呼び出せます。
・アプリ内で迎車中のタクシーの位置を確認
   できます。

SDGｓ：

図6-12 香川タクシー（アプリ活用の事例）

出典：高松タクシー協会

「スマえき」アプリの事例

【しこくスマートえきちゃんアプリ】
・JR四国チケットアプリ「スマえき」
・おトクにきっぷを購入できます。
・いつでもどこでもきっぷが買え、
 スマホがきっぷ代わりになります。

図6-11 スマえき（アプリ活用の事例）
出典：JR四国
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取組⑨ 多言語・ユニバーサルデザインによる案内環境の整備、充実

多言語対応とユニバーサルデザインによる案内環境の向上

矢印等により、施設・設
備や出口・乗換に関する
方向、距離等の情報を示
すサイン。

■公共交通機関、主要施設、観光地等において、移動の利便性を高めるため、多言語による

案内表示や視覚的に理解しやすい情報提供を進め、日本語が分からない方を含む誰もが地

域公共交通を利用しやすい環境の整備を図ります。

■子ども、高齢者、障がいのある方、外国人など多様な利用者に配慮したユニバーサルデザ

インの導入を進め、誰もが安心して利用できる案内環境の整備を図ります。

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者】

図6-14 多言語・ユニバーサルデザインによる案内の事例
         出典：東京都産業労働局 案内サイン標準化指針

誘導サイン

SDGｓ：

図6-15 スロープや階段等、手すりへの点字表記の事例
         出典：国土交通省住宅局建築指導課建築設計標準 

スロープや階段等の
手すりに出口や方面等を
案内する点字表示。

点字表示
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取組⑩ 地域公共交通の認知向上と普及啓発の推進

地域公共交通の認知向上と普及啓発に向けた情報発信の強化

■新たな需要の創出に向けて、QR配車やアプリ、免許返納特典など既存の取組に関する情報

提供を含め、市と事業者が連携し、様々なツールを活用した地域公共交通の運行情報やPR

情報の発信を強化します。

■市、鉄道・バス・タクシー事業者が連携し、市内の地域公共交通の路線（鉄道、路線バス

等）を示した地域公共交通マップを作成し、広く周知します。

図6-21 香川県の優遇制度

目標3：地域公共交通を活用する意識の醸成と関係者間の連携強化

図6-20 広報誌を活用したPRの事例 出典：鳥取県

図6-18 
ガイドブック設置例

（引田バス停待合い室）

図6-19 
ガイドブック設置例

 （JR三本松駅）

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者】

図6-16 デジタル予約システムの事例
      出典：伊予鉄タクシー

SDGｓ：

図6-17 東かがわ市公式アプリ

出典：香川県
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取組⑪ 地域公共交通の利用促進と意識づくり

地域公共交通の利用促進

■地域公共交通の利用を考えるきっかけづくりとして、通学による地域公共交通の利用が期

待される学生を対象に、乗り方教室や乗車体験等を実施します。

■市民の健康づくりの一環として、高齢者を対象に通院・買い物などの「移動・外出」に関

する情報共有や体験の場を高齢者サロン等を活用して創出します。

■自動車依存の現状を踏まえ、各種イベントの開催にあわせて、鉄道・バス・タクシーの利

用促進につながる連携企画の検討を行います。

意識変容の推進
■マイカー利用者をはじめ、公共交通を利用するメリットを

 認識・体験できる情報発信を実施します。

図6-22 バスの乗り方教室 出典：大川バス 図6-23 公共交通利用促進チラシ

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者、社会福祉協議会】

取組⑫ 地域公共交通と他分野・広域連携の推進

地域公共交通と他分野連携、広域的な利用の促進

■観光、福祉、教育等の他分野と地域公共交通の連携に向けた情報交換を継続し、利用促進に

つながる事業の検討を推進します。

■観光協会が作成するデジタルマップとバスロケーションシステムの連携により、バス停の位

置やタイムリーな運行情報を発信することで、観光客の公共交通利用を促進します。

■観光協会との連携により、市内周遊を促すための観光情報の発信強化や周遊促進策について

検討を推進します。

■これらの取組とあわせて、周辺市町との連携により、

 幹線交通の利用促進を図ります。

図6-24 観光分野と連携した事例

【実施主体：東かがわ市、鉄道・バス・タクシー事業者、観光協会、県、周辺市町】

SDGｓ：

SDGｓ：

出典：東かがわ市デジタル観光マップ（プラチナマップ）

図6-25 観光協会が取り組む周遊企画と
    タクシーの連携

出典：福岡市

出典：琴平バス株式会社
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取組⑬ 地域公共交通の連携強化・情報共有の推進

活性化協議会を活用した連携体制の強化と情報共有の推進

■活性化協議会を活用し、関係者間での情報共有や意見交換を密に行い、連携体制の強化を図

ります。

■地域公共交通を取り巻く課題や利用状況に関する情報を共有し、地域ニーズに応じた運行改

善や効率化の検討を推進します。

【実施主体：活性化協議会】

SDGｓ：

図6-26 活性化協議会の様子
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３ 計画の目標・目標指数（KPI)

指標 現況値
目標値

（令和12年度）
評価時期

全体的な評価指標

市内駅における

鉄道乗降者数
684,010人/年 現状より改善 毎年度評価

市内拠点における

路線バス乗降者数
59,632人/年 現状より改善 毎年度評価

目標１・評価指標

市民や来訪者の

移動を支える

地域公共交通の

維持・存続

市内路線バスの収支差 ▲6,037万円 現状より改善 毎年度評価

タクシー運転手の

確保人数
20人 30人 毎年度評価

目標２・評価指標

誰もが利用しやすい

地域公共交通網と

環境の整備

新規に移動手段の

確保について

検討・確保した件数

－ ３件以上 毎年度評価

目標３・評価指標

地域公共交通を活用

する意識の醸成と

関係者間の連携強化

新たな手法による

情報発信の取組件数
－ ５件以上 毎年度評価

他の分野と連携した

利用促進事業の取組件数
－ ３件以上 毎年度評価

地域公共交通の

利用促進に向けた

新たな啓発活動の

実施回数

－ ５回以上 毎年度評価

本計画の取組を推進するにあたり、達成すべき全体目標と目標別の指標（KPI）を以下のとお

り設定します。
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本計画の取組を推進するにあたり、達成すべき全体目標と目標別の指標（KPI）の考え方・算

出方法・評価時期を以下のとおりとします。

■目標値① - 市内駅における鉄道乗降者数

〈目標値の考え方〉

交通体系全体の利用促進と利便性向上に取り組むことで、鉄道の乗降者数の増加を図り、

市民の移動を支える鉄道運行の確保を目指します。

〈目標値の算定方法〉

 事業者の輸送実績から市内５駅における鉄道の乗降者数を算出します。

〈目標値の評価時期〉
毎年度評価

基本方針 みんなで支え・共に創る持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

指標 現状値 目標値（令和12年度）

市内駅における

鉄道乗降者数

684,010人/年
（R6.4～R7.3）

現状より改善

※市内各駅の年間乗降者数の合計値を算出（当該年4月1日～翌年3月31日）

※対象駅：JR丹生駅、JR三本松駅、JR讃岐白鳥駅、JR引田駅、JR讃岐相生駅の５駅

全体目標（KPI）

■目標値➁ - 市内拠点における路線バス乗降者数

〈目標値の考え方〉

交通体系全体の利用促進と利便性向上に取り組むことで、路線バスの乗降者数の増加を

図り、市民の移動を支える路線バス運行の確保を目指します。

〈目標値の算定方法〉

事業者の輸送実績から市内の主要拠点における路線バスの乗降者数を算出します

　（以下の合計）。

　〇三本松　：三本松バス停（三本松駅及び総合案内所前の２箇所合計）

　〇白鳥周辺：白鳥百十四銀行前バス停、白鳥マルナカ前バス停（２箇所合計）

　〇引田　　：引田バス停

〈目標値の評価時期〉

毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

市内拠点における
路線バス乗降者数

59,632人/年
（R6.10～R7.9）

現状より改善

※市内路線バスの合計値を対象（前年10月1日～当該年9月30日）に

   算出対象のバス停（大川バス引田線・五名福栄線）の合計値を算出

全体目標（KPI）
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目標１ 市民や来訪者の移動を支える地域公共交通の維持・存続

■目標値③ - 市内路線バスの収支差

〈目標値の考え方〉

国・県・周辺市町村との連携による支援を通じた収支改善によって、地域公共交通の

　骨格を担う路線バスの運行維持・存続を図ります。

〈目標値の算定方法〉
事業者の輸送実績から引田線・五名福栄線の収支差（合計値）を算出します。

　【算定式】

　　収支差：収入額－支出額　※各年度の期間は前年10月１日から当該年9月30日まで

　　収入額：運賃収入額、運賃外収入額（広告費等）※補助額は含めない

　　支出額：運行経費（人件費、燃料費、維持修繕費、諸経費、減価償却費等）

〈目標値の評価時期〉
毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

市内路線バスの収支差
（引田線・五名福栄線を対象）

▲6,037万円
（R6.10～R7.9）

現状より改善

※市内路線バスの収支差（合計値）を対象（前年10月1日～当該年9月30日）に

　 算出対象のバス停（大川バス引田線・五名福栄線）の合計値（補助額は含めない）を算出

■目標値④ - タクシー運転手の確保人数

〈目標値の考え方〉

地域住民の生活交通を担うタクシーは、本市にとって欠かせない移動手段ですが、

　運転手不足や自動車依存による利用者減少を背景に経営状況が悪化し、事業継続が

　困難な状況にあります。このため、タクシー事業者の担い手確保を支援し、経営の

　安定化と事業の持続を目指します。

〈目標値の算定方法〉            

評価年次の12月末時点の運転手の確保人数を確認（タクシー事業者２社を対象）

〈目標値の評価時期〉

毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

タクシー運転手の確保人数
20人

（R7.12月末時点）
30人

※タクシー事業者（２社）が必要と考える人数のヒアリング結果から目標値を設定

目標指標（KPI）

目標指標（KPI）
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目標２ 誰もが利用しやすい地域公共交通網と環境の整備

目標３ 地域公共交通を活用する意識の醸成と関係者間の連携強化

 ▶目標値⑤ -新規に移動手段の確保について検討・確保した件数

〈目標値の考え方〉

公共交通空白地の解消に向け、新たな仕組みや地域の人的資源を活用した移動手段を検討

　　し、本市の移動ニーズ等に応じた多様な移動手段の確保を目指します。

〈目標値の算定方法〉       

評価年次の取組件数を確認

〈目標値の評価時期〉

毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

新規に移動手段の確保について
検討・確保した件数

－ ３件以上※

※住民共助による移動手段の確保等、新たな移動手段の確保について、計画期間中に３件の

　 検討・確保を想定し設定

※毎年度３月末時点での取組件数を計上

目標指標（KPI）

▶目標値⑥ - 新たな手法による情報発信の取組件数

〈目標値の考え方〉

  市内の地域公共交通の運行情報や制度に関する情報発信を強化するとともに、モビリティマ

　　ネジメントを実施することで、自動車依存を低減し、地域公共交通への利用転換を目指します。

〈目標値の算定方法〉 

評価年次の取組件数を確認        

〈目標値の評価時期〉

  毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

新たな手法による
情報発信の取組件数

－ ５件以上※

※路線バス乗り継ぎ案内、地域公共交通全体の周知、最寄りの乗り場案内など、５件以上

　（毎年１件以上）を目標として設定

※毎年度３月末時点の取組件数を計上

目標指標（KPI）
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▶目標値⑦ - 他の分野と連携した利用促進事業の取組件数

〈目標値の考え方〉

交通以外の分野（商業施設・観光・

　福祉等）とも連携を深め、地域公共

　交通を取り巻く多様な関係者と協力

　して利用機会の創出に取り組み、市

　民を含めた地域全体でつくり、守り、

　育てる地域公共交通サービスの実現

　を目指します。

〈目標値の算定方法〉       

  評価年次の取組件数を確認

〈目標値の評価時期〉

毎年度評価

指標 現状値 目標値（令和12年度）

他の分野と連携した
利用促進の取組件数

－ ３件以上※

※商業、観光、福祉分野等と連携した３件以上の利用促進に取り組むことを目標として設定

※毎年度３月末時点の取組件数を計上

目標指標（KPI）

 ▶目標値⑧ - 地域公共交通の利用促進に向けた新たな啓発活動の実施回数

〈目標値の考え方〉

今後、地域公共交通の利用が期待される学生、高齢者を対象に乗り方教室や乗車体験を

実施し、地域公共交通に触れる機会を創出します。また、普段、自動車を利用している

市民にも利便性を理解してもらうことで、地域公共交通の利用定着を目指します。

〈目標値の算定方法〉         

  評価年次の実施回数を確認

〈目標値の評価時期〉

毎年度評価

目標指標（KPI）

指標 現状値 目標値（令和12年度）

地域公共交通の利用促進に向けた
新たな啓発活動の実施回数

－ ５回以上※

※地域公共交通に関する情報発信等を毎年１回以上を想定し目標を設定

※毎年度３月末時点での実施回数を計上

例）・広報誌を活用した公共交通の情報発信・・・・・市内関係部署との連携・協力

  ・地区回覧による公共交通の情報発信・・・・・・地区協議会長等との連携・協力

  ・施設内における公共交通の利用案内・・・・・・施設関係者等との連携・協力

  ・乗り方教室の実施・・・・・・・・・・・・・・交通事業者等との連携・協力

  ・イベント時の利用促進・情報提供・・・・・・・観光協会等との連携・協力

図6-27 他分野との連携イメージ
出典：国土交通省近畿運輸局
   「公共交通 赤字＝廃止でいいの？」
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本計画期間である令和8年度から令和12年度にかけて、各取組を進めるとともに、社会情勢等に

応じて事業内容の見直しを適宜行います（表7-1参照）。

計画目標

実施する取組

実施時期

令和８年度 令和9年度 令和10年度令和11年度令和12年度

取組①

取組②

取組③

取組④

取組⑤

取組⑥

取組⑦

取組⑧

取組⑨

取組⑩

取組⑪

取組⑫

取組⑬

※各種取組の実施に関しては、活性化協議会と連携を図りながら実施します。

※交通事業者等との連携が必要な取組については、適宜関係者と協議・調整を行うものとします。

１ 全体スケジュール

表7-1 全体スケジュール

維持・存続

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施

検討・実施
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類型 主 体 役 割

活動

主体

市民（居住者）

○日常生活での積極的な利用を考える。

○自分たちにとって望ましい地域公共交通のあり方を考え、

　身近な地域公共交通の利用や維持について、事業者・行政と

ともに検討し、参画する。

交通事業者

○安全・快適な運送サービスの提供を前提に、利用者のニーズ

を踏まえた運行や情報案内を行う。

○関係者と協力し、サービス向上・運行改善・利用促進などに

取り組む。

東かがわ市

○地域公共交通の維持に向けた取組を支援し、市民ニーズの把

握に努める。

○予算の範囲内での財政支援、利用促進に係る情報発信、利用

啓発などを実施する。

他分野の関係団体
○地域公共交通の事業者や他分野の関係団体と連携し、利用

　促進等に取り組む。

表7-2 関係主体と役割

交通政策基本法 第６条 連携等による施策の推進

■交通に関する施策の推進は、まちづくり、観光立国の実現その他の観点を踏まえ、当該施策

相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りながら、国、地方公共団体、運輸事業

その他交通に関する事業を行う者、交通施設の管理を行う者、住民その他の関係者が連携し、

及び協働しつつ、行われなければならない。

本計画の推進に当たっては、交通政策基本法第6条（連携等による施策の推進）に基づき、市民

・交通事業者・東かがわ市が連携し、一体となって計画目標の達成に取り組む必要があります

　（表7-2参照）。

２ 計画の推進体制
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表7-3 目標に対する評価指標（KPI）と達成状況の評価方法

指標 現状値
将来値

（令和12年度）
評価時期と評価方法

全
体
目
標

市内駅における

鉄道乗降者数
684,010人/年 現状より改善

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 交通事業者より輸送実績を確認

市内拠点における

路線バス乗降者数
59,632人/年 現状より改善

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 交通事業者より輸送実績を確認

目
標
１

市内路線バスの

収支差
▲6,037万円 現状より改善

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 交通事業者より輸送実績を確認

タクシー運転手の

確保人数
20人 ３0人

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 交通事業者より確保人数を確認

目
標
２

新規に移動手段の確保

について検討・確保し

た件数

－ ３件以上
≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 検討を行った件数を確認

目
標
３

新たな手法による

情報発信の取組件数
－ 5件以上

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 情報発信の取組件数を確認

他の分野と連携した

利用促進の取組件数
－ ３件以上

≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 利用促進への取組回数を確認

地域公共交通の利用促

進に向けた新たな啓発

活動の実施回数

－ ５回以上
≪時期≫ 毎年度評価

≪評価≫ 啓発活動の実施回数を確認

図7-1 PDCAサイクルのイメージ

本計画の進捗評価は、活性化協議会を中心

に、PLAN・DO・CHECK・ACTIONの

実行サイクルに沿って行い、計画5年目に

全体評価を実施します（図7-1参照）。

多様化する利用者ニーズに対応するため、

各指標について毎年度評価を行い、その結

果と取組の進捗状況を踏まえて、活性化協

議会において必要な見直しを行います。

　計画目標年（令和12年度）には計画達成

状況の確認と更新を実施します

　（表7-3参照）。

ACTION
改善

PLAN
計画

CHECK
確認

■改善策の検討

■関係者との協議

 　（活性化協議会）

■目標に対する評価

■問題・課題の整理

　 （活性化協議会）

■計画に基づいて

 　事業の実施

　 （各事業者）

本計画
（全体）

■詳細計画の立案

■実施に向けた

　 関係者との調整

DO
実施

３ 取組にかかる進捗の評価
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項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

活性化協議会

の開催

国庫補助事業・

予算措置など
■ ●

事業実施・

PDCAサイクル

開催 開催必要に応じて適宜開催

今年度事業の
評価(Check)

前年度評価に基づく
見直し（Action）

次年度事業計画
（Plan）

評価
(Check)

事業実施（Do）

評価に基づく
見直し(Action)

項目 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

地域公共交通
計画（全体）

事業実施・
PDCAサイク
ル

成果指標の
評価・検証

本計画の
策定

次期計画策定

事業の実施

評価 見直し

P C A

Plan Do Check Action
Plan

事業の実施 事業の実施 事業の実施 事業の実施

P C A P C A P C A P C A

計画 の推進
（事業の進捗等に 応じて適宜見直し）

D D D D D

毎年度評価

計画期間全体の評価時期を示すとともに、補助制度と連動した月単位のスケジュールを以下に

整理します（表7-4、表7-5参照）。

表7-4 計画期間全体の評価時期（PDCAサイクルの実施）

表7-5 月単位のスケジュール（国の補助制度との連動化）



61

　 　人口（国勢調査R2）

地区区分
地区区分
居住人口
（人）

バス停300m
圏外人口割合

（％）

バス停300m圏外
公共交通空白地人口

（人）

鉄道駅800m
圏外人口割合

（％）

鉄道駅800m圏外
公共交通空白地人口

（人）

本町 6,101 83 5,034 63 3,846

白鳥 2,177 72 1,573 84 1,839

福栄 1,129 77 864 100 1,129

五名 231 81 186 100 231

引田 3,559 79 2,801 53 1,887

相生 1,915 86 1,650 81 1,544

小海 538 100 538 100 538

三本松 3,011 75 2,252 29 878

誉水 5,084 87 4,423 76 3,857

丹生 4,534 92 4,159 72 3,242

全体 28,279 83 23,480 68 18,991

※鉄道駅（800ｍ）やバス停（300ｍ）の圏域は、国土交通省が立地適正化制度の創設とあわせて

　公表した「都市構造の評価に関するハンドブック（2014年8月公表）」をもとに設定しました。

※ハンドブックでは、「一般的な徒歩圏：半径800ｍ、バス停の徒歩圏：半径300ｍ」を参考値としています。

 巻末参考資料
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 用語集

用語 意味

ア行

EV
ガソリンエンジンを搭載せず、電気駆動のモーターで動く自動車の
こと。

AI
学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えた人工知能
のこと。

カ行

幹線交通
地域や国の主要な交通網を形成する道路や交通手段を指し、経済活
動や物流の効率化に重要な役割を果たす。

グリーンスロー
モビリティ

時速20キロメートル未満で公道を走ることができる電動自動車を活
用した小さな移動サービスの総称。

公共交通空白地
既存の公共交通網（バス・鉄道）の利用が難しく、移動手段にお困
りごとを抱える地域。

交通結節点
鉄道やバスなど、異なる交通手段を接続する乗り換え・乗り継ぎの
機能を持つ施設のこと。

交通弱者
自分で自動車を運転できない高齢者、障がい者など、移動に制約が
ある方。

サ行

サイクルポート シェアサイクルの貸出・返却拠点のこと。

シェアサイクル
地域内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用できる利便
性の高い交通システムで、借りた場所と異なる場所に自転車の返却
が可能。

自家用有償
旅客運送

バスやタクシーが不足する地域において、輸送手段の確保が必要な
場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村やNPO法人等が
自家用車を用いて提供する運送サービスのこと。

支線交通
主要な路線から分岐して、より細かな地域や目的地を結ぶ交通網の
こと。

自動運転
運転者ではなくシステムが、運転操作に関わる認知、予測、判断、
操作の全てを代替して行い、車両を自動で走らせること。 

タ行

地域公共交通
地域住民の日常生活や観光客の移動を支え、不特定多数の方が安
全・安心に利用できる公共交通サービス。

地域公共交通
活性化協議会

地域公共交通計画の作成、実施に関する協議、並びに地域の実情に
応じた最適な地域公共交通の確保・維持・改善を図る協議を行う協
議会。
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用語 意味

タ行

DX

デジタルトランスフォーメーションの略称。データやデジタル技術の普
及・拡大により、インターネットやソフトウェアといった技術革新が急
速に進んでおり、これまでの現実空間を前提とした物事が効率化し、さ
らに抜本的に変革すること。

ナ行

二次交通
目的地まで複数の交通機関を使用する場合の、鉄道等の交通拠点と目的
地を結ぶ2つ目の交通機関。

第二種運転免許
バスやタクシーなど「人を乗せて運び運賃をもらう」旅客運送のために
必要となる自動車の運転免許のこと。

乗合タクシー
10人以下の人数を運ぶ営業用自動車（緑ナンバー）を使用した、不特定
多数の旅客が乗り合う交通サービスのこと。

ハ行

パーソナル
モビリティ

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な
移動の足となる一人～二人乗り程度の車両のこと。

バリアフリー
高齢者・障がい者等が生活していく上で障壁（バリア）となるものを除
去（フリー）すること。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情報
面など全ての障壁を除去する考え方。

フィーダー路線
交通網において幹線（主に鉄道路線や幹線バス）と接続し、支線として
運行される路線を指す。これにより、主要な交通手段と地域の住宅地や
商業施設を結ぶ役割を果たす。

マ行

モーダルミックス
鉄道や路線バスなどの各交通機関がそれぞれの特性を生かして連携し、
効率的な輸送体系を作ることを指す。

モビリティ 移動すること。移動手段。

ヤ行

ユニバーサル
デザイン

すべての方が使いやすい製品やサービス、環境を創造するデザイン哲学。

ラ行

ライドシェア
自家用車と一般ドライバーを活用し、乗客を有料で運ぶ新たな交通サー
ビスのこと。 

ラストワンマイル 交通や物流において、交通結節点から最終目的地までの移動を指す。
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